
機器譲渡契約書（案） 

 

 

株式会社〇〇〇〇〇を譲受人（以下「甲」という。）、福井県国民健康保険団体連合会を譲

渡人（以下「乙」という。）として、次のとおり機器譲渡契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 

第１条（譲渡の目的） 

  乙は、甲に対して、別紙「機器等廃棄一覧」に記載の機器一式（以下「譲渡物件」という。）

について、廃棄を目的に譲渡する。 

 

第２条（譲渡物件の取扱い） 

  甲は、乙から譲り受けた譲渡物件について、本契約締結後、速やかに廃棄することとする。 

２ 甲は、前項において廃棄処理が適切に完了したことを確認し、乙に対して「物理破壊証明

書」等必要な書類を発行することとする。 

  

第３条（譲渡物件の引渡） 

  本契約の締結をもって、譲渡物件は甲に引き渡されたものとし、乙は譲渡物件の性能およ

び機能等に関して一切責任を負わないものとする。 

 

第４条（機密保持義務） 

 甲は、この契約に関して知り得た乙の業務上および技術上の機密を本契約締結後におい

ても他の者に漏洩してはならない。 

２ 甲は、甲の従業員に対して、前項の義務を順守させるための必要な措置を講じなければな

らない。 

 

第５条（事故等の報告） 

  甲は、業務上支障が生じる恐れのある事故の発生を知ったときは、直ちにその旨を 

 乙に報告し、速やかに応急措置を講じた後、詳細な報告書および今後の対処方針を提 

出するものとする。 

 

第６条（合意管轄） 

  この契約に関し訴訟が生じた場合の管轄裁判所は、乙の事務所の所在地を管轄区域とす

る裁判所とする。 

 

第７条（協議事項） 

  本契約に定めのない事項または本契約に定められている条項について疑義が生じたとき

は、甲、乙、誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。 

 

 

 

  



本契約の証として、本契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。 

 

 

令和 24年 12月  日 

 

 

                 甲 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

                     株式会社〇〇〇〇〇 

                        代表取締役社長  〇〇 〇〇 

 

 

 

                 乙 福井県福井市西開発 4丁目 202番 1 

                          福井県自治会館 4階 

                     福井県国民健康保険団体連合会 

                        理 事 長  宮﨑 俊宏 

 

 

 

  



別紙 

 

機器等廃棄一覧 

 

区分 型名 台数 

   

   

   

   

   

 

 

契約の際に添付する 


